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我妻栄「事故があった時は因果関係あり」(甲全274）

常識的な意味で事故があったときは因果関係ありと推定されるこ
とになる。事故のないときは推定されないことになる。
結局、事故のないときの⼈的損害についてだけは、その範囲を予
め定めて因果関係を逆にしておくかどうかが問題。

常識的な意味で事故があったときは因果関係ありと推定されるこ
とになる。事故のないときは推定されないことになる。
結局、事故のないときの⼈的損害についてだけは、その範囲を予
め定めて因果関係を逆にしておくかどうかが問題。



原⼦⼒損害賠償法の特殊性
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無過失責任・責任の集中 ・無限責任
不可抗⼒免責の限定 ・損害賠償措置

国家による⽀援補償 ・原⼦⼒損害賠償紛争審査会

第１条に「被害者保護」

被害者による損害賠償請求権の⽴証を容易にし、
早急かつ⼗分な賠償を被害者に⽀払うことが⽬的



「誰ひとり泣き寝⼊りさせない」
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国会答弁（甲全269,270）

「被害者の⼀⼈をも泣き寝⼊りさせない」
「被害者の徹底的な保護」
「被害者の保護に遺憾なきを期する」
「第三者の損害を⼗分に、かつ迅速に補償することができるよう」
「被害者に損害をこうむらさないように、

つまり、泣き寝⼊りをさせないようにしなくちゃならない」
「⼀⼈の被害者も泣き寝⼊りさせないようその保護に遺憾なきを期します」
「被害者保護に遺憾なきを期し」
「被害者を全⾯的に救済保護できるよう遺憾なきを期し」



原告は救済されなければならない
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被告・東京電⼒は原⼦⼒事業者として、
「被害者」に対し重い責任を負っている。

原告は、過度な⽴証の負担を課せられることなく、
速やかにかつ⼗分な賠償額をもって
救済されなければならない。


